
秋葉区生活交通改善プラン 改定工程表 

12月 1 月 2 月 3 月 

秋
葉
区
地
域
公
共
交
通
検
討
会
議

第１回 第２回 第３回  

【開催】 

12 月 3日（火） 

【内容】 

・現行プランの振り

返り、課題の検討 

【開催】 

1 月中旬 

（1/14 の週に開催

予定） 

【内容】 

・新プラン素案の

内容確認（課題、

基本方針、施策

等） 

【開催】 

2 月中旬 

（第２回検討会議

の結果によっては

書面による開催と

する。） 

【内容】 

・新プラン案の提

示 

【開催】 

（区自治協議会本

会議での意見によ

っては修正につい

て書面により開催

する場合あり。） 

【内容】 

・確定版送付 

・市ホームページ

で公表 

秋
葉
区
自
治
協
議
会

本会議 

第９回 第 10 回 第 11 回 第 12 回 

【開催日】 

12 月 27 日（金） 

【内容】 

・第 1 回検討会議

の開催報告 

【開催日】 

1 月 31 日（金） 

【内容】 

・第 2 回検討会議

の開催報告 

【開催日】 

2 月 28 日（金） 

【内容】 

・新プラン案に係

る意見聴取

【開催日】 

3 月 27 日（金） 

【内容】 

・確定版配付 

第２部会

【開催日】 

12 月 27 日（金） 

【内容】 

・新プラン素案の

内容確認、事前意

見聴取 

【開催日】 

1 月 31 日（金） 

【内容】 

・（第２回検討会議

での意見を受け）

新プラン素案の修

正 

【開催日】 

2 月 28 日（金） 

【内容】 

・（本会議での意見

を受け）新プラン案

修正の検討 



※１　位置づけ

一部として位置づけ

・生活交通改善プラン（各区）

・新潟市交通バリアフリー基本構想

・新潟市自転車利用環境計画

・新潟市ＢＲＴ第１期導入計画　など

※２　改定の視点

「秋葉区生活交通改善プラン」の改定について にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画）

にいがた都市交通戦略プラン
[基本計画]

市
全
体
の
施
策

秋
葉
区
の
施
策

秋葉区　区ビジョンまちづくり計画
[基本計画]

にいがた都市交通戦略プラン
[実施計画]

新潟市地域公共交通網形成計画
[公共交通分野の実施計画]

<目標>
　　持続可能な公共交通ネットワークの形成
<基本的な方針>
◆都心アクセスに資する公共交通を維持・拡充
します。（都心アクセスの強化）
◆駅・港・空港など広域交通拠点と都市交通の
連携を図ります。（広域交通との連携強化）
◆基幹公共交通軸を段階的に整備しまちなか
の回遊性を強化します。（都心部での移動円滑
化）

◆多様なライフステージの移動ニーズに応じた
区バス・住民バスを確保します。（生活交通の確
保維持・強化）

◆公共交通の利便性を向上させ自家用車から
の転換を促進します。（市民や関係者による協
働）

５　改定スケジュール（案）

　　令和１年１２月　　第１回秋葉区地域公共交通検討会議
　　令和２年　１月　　第２回秋葉区地域公共交通検討会議
　　令和２年　２月　　第３回秋葉区地域公共交通検討会議
　　　　　　　　　　　　　秋葉区自治協議会に意見聴取

５つの基本的な方針

新たな方針
【目指す区のすがた】
◆うるおいとやすらぎのある
まち
◆楽しく元気なまちなかとや
さしさのあるまち
◆歴史と個性を活かすまち
◆花のまち・食のまち・育て
るまち
◆生み出し活かすまち

現行の秋葉区
生活交通改善プラン

４つの方針

５　計画期間

　「にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画）」、「秋葉区　区ビジョンまちづくり計画」の計画期間に準拠す
るため、令和2年度から4年度までの3年間とする。

新潟市地域公共
交通網形成計画

（新）秋葉区生活交通改善プラン
秋葉区　区ビジョン

まちづくり計画[基本計画]

秋葉区　区ビジョンまちづくり計画
[実施計画]

基本方針
<区の将来像>
花と緑に囲まれた、笑顔さきそろう、にぎわい
のあるまち
<目指す区のすがた>（抜粋）
◆楽しく元気なまちなかとやさしさのあるまち
（５）持続可能な地域公共交通環境の構築
・区バスの利便性の向上と利用促進を図り、
公共交通機関のPRを行います。
・公共交通空白地域において、交通弱者の日
常生活に必要な移動手段として住民バスなど
制度の普及を中心に地域と共に取り組みま
す。
・路線バス再編を踏まえ、主要な区中心部や
公共交通結節点につながる幹線路線を中心
に、交通事業者、地域と共に、より便利なバ
ス路線網の構築を検討します。
・区全体の交通の利便性を向上させるため関
係機関と連携し、交通結節点の強化を図りま
す。
・持続可能な公共交通を目指し、交通事業
者、関係団体や地域と連携を深めながら、既
存バス路線の有効利用や新規利用者の拡大
を図ります。
（７）協働によるまちづくり
・自治の深化に向け、自治協議会の認知度を
さらに高めるとともに、更なる協働の推進を図
り、地域課題の解決に取り組みます。

１　経緯

　現行の「秋葉区生活交通改善プラン」は、平成25年度から26年度にかけて開催された、秋葉区公共交
通検討会議での検討結果に基づき、平成27年3月に策定、公表したものである。
　現行プランの計画期間は策定から概ね5年間としており、令和2年3月末で終了することに伴い、関連す
る計画に定められる基本的な方針等に基づいて、同プランの評価、現状と課題の再確認、及びそれらを
含めたプランの改定を行う。

２　位置づけ

　本市全体の新たな交通施策の基本的な方針として、令和元年7月に「にいがた都市交通政策プラン」が
策定、公表された。これに基づいた、公共交通分野に特化した実施計画に当たる「新潟市地域公共交通
網形成計画」の一部として、各区の「生活交通改善プラン」が位置づけられている。
※１　右上図参照

３　改定の視点

　現行プランをベースに「新潟市地域公共交通網形成計画」の一部として、新たな市全体の公共交通施策
に対応した基本方針を定める。また、現行のプランの取り組みを振り返るとともに、より一層秋葉区内の生
活交通確保・維持強化及び利便性向上に重点をおいた内容に見直す。
※２　右下図参照

４　検討体制

　秋葉区のまちづくりと連携した、持続可能な地域公共交通のあり方について、地域住民及び関係団体と
の協働によって検討できる体制が必要であることから、秋葉区自治協議会は地域住民の代表としての役
割を担っている。

対応 連動

継続と見直


